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<要旨> 

第二次世界大戦前の看護師は医師の助手的存在であり、患者に対し教育・指導を行う役割

は期待されていなかった。また教育期間や方法は様々であり総じてその程度は低いもので

あった。敗戦後の日本の看護は連合軍総司令部（以下 JHQ という）看護課の強力な指導の

もと改革が行われ、アメリカの看護の理念を軸に法が整備され、看護制度及び看護基礎教

育が整えられていった。そこでは看護師による患者教育・指導（2）の必要性が盛んにうたわ

れ、看護基礎教育もその主旨に沿った内容が盛り込まれた。しかし実際には病院における

臨床看護と臨床実習においては患者への教育・指導はほとんど行われていない状況であっ

た。政府による医療制度の改善が審議される中、看護制度は重点的に検討され、その動き

を受け 1967 年に総合看護の確立を図った意味で画期的な看護基礎教育カリキュラムの改

正が行われた。 
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１．はじめに 

近年、生活習慣病の増加を背景に患者には「セルフケア能

力」の向上、すなわち、病気とともに仲良く生きる（一病息

災）能力の向上が、看護師にはその能力を側面から支援する

Informed Consent を含めた「患者への説明」能力が求めら

れている。このことは、従来医師のみに義務づけられていた

Informed Consentが、2000年度（平成12年）医療法改正か

ら、看護師等を含むすべての医療従事者に義務づけられた(3)

こと等の動きからも読みとれる。従来から患者に対する「教

育・指導」の役割は看護職が重視してきたところであるが、

このような動きは「説明と同意」という内容を含め、その役

割への期待をますます高める傾向にある。 

筆者は臨床における看護職員の患者教育・指導の実態につ

いて研究（4）を進めてきた。この過程で「患者教育・指導」

に関する歴史的変遷に関する文献が必要になり探したがこ

れに関するものは見あたらなかった。そこで、患者教育・指

導に関し、その考え方及び教育内容の変遷、社会動向との関

係等を明らかにする目的で文献研究を行った。研究対象とす

る期間は変動の大きい明治以降から第二次世界大戦を中心

とした時期である。その結果、若干の示唆を得たので報告す

る。 

２．研究方法 

１）研究方法    文献研究 

(1)以下の文献から「患者教育」「患者指導」をキーワードに

文献を抽出した。 

①法律関係文献：2007年（平成19年）版 看護六法 

②専門雑誌関係文献：発刊後45年以上の歴史をもつ看護

関係雑誌４種類「看護学雑誌」「看護」「看護技術」「看

護教育」 

③教科書関係文献：1966年（昭和41年）までに発刊され

た看護関連教科書 

④その他：上記に含まれない看護の歴史に関する図書 

なお、文献検索結果について論述するとき、看護職の職名

については原文のままの保健婦、産婆、助産婦、看護婦、准

看護婦の名称を使用した。 

(2)抽出した文献を経時的に以下の７つに区分し結果を整理

した。 

①1899年（明治32年）の産婆規則制定までの動き 
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②1899年（明治32年）の産婆規則制定を巡る動きと患者

教育・指導 

③1915 年（大正 4 年）の看護婦規則制定を巡る動きと患

者教育・指導 

④1941年（昭和16年）の保健婦規則制定を巡る動きと患

者教育・指導 

⑤1948年（昭和23年）の保健婦助産婦看護婦法制定を巡

る動きと患者教育・指導 

⑥1961年（昭和36年）の医療保険制度を巡る動きと患者

教育・指導 

⑦1967年（昭和42年）の指定規則改正の動きと患者教育・

指導 

2)言葉の定義 

患者教育・指導：患者教育とは「患者のセルフケア能力を

引き出すこと」であり、患者指導は「指示すること、教える

こと」であると通常理解されている。ここでは「患者教育」

「患者指導」とは看護師が行う患者への説明であり、この中

には“説明と同意”を目的に行われるインフォームドコンセ

ント、セルフケア（自立への援助）を目的に行われる教育・

指導を含む概念と規定する。さらに、文献では多くの言葉が

使われていたため、以下の言葉を含むすべての言葉を「患者

教育・指導」と定義する。 

「衛生教育」「生活指導」「療養指導」「説明」「相談」 

3)倫理的配慮 

座談会・提言等をデーターとして取り扱うときは個人名が

特定されないように配慮した。 

３．結果 

３－１ 1899年（明治32年）の産婆規則制定までの動き 

日本においては仏教思想、儒教思想を背景に福祉、医療、

看護が行われていたが、本格的な職業としての看護が開始さ

れたのは明治以降である。1868 年（明治元年）には横浜に

軍陣病院がつくられ、女性の看病人が採用された。1874 年

（明治7年）には文部省により「医制」が制定され、看護職

の中で産婆に関する条項が盛り込まれている。 

看護師養成については1884年（明治17年）高木兼寛によ

る「有志共立東京病院看護婦教習所」、1886年（明治19年）

新島襄による「京都看病婦学校」、同年M.ツルーによる「桜

井女学校附属看護婦養成所」、1889年（明治22年）には「東

京帝国大学付属看病法講習科」、1890 年（明治 23 年）佐野

常民による「日本赤十字社看護婦養成所」と次々近代看護教

育が外国から指導者を招いて開始された。これらのほとんど

は病院看護師、派出看護師の養成を目的としていたが、「京

都看病婦学校」では社会事業として、疾病と貧困に苦しむ

人々に看護の手を差しのべる巡回看護事業の採用を考え(5)

ており、先進的な取り組みもみられた。 

３－２ 1899年（明治32年）の産婆規則制定を巡る動きと

患者教育・指導 

産婆（助産師）は江戸時代から1つの職業として一般化し

ていたが、その素養は低いものであった。明治政府は国民保

健向上の施策の流れの中で、1868 年（明治元年）に太政官

布告を発し「産婆の質の向上」に向けて自覚を促した。1874

年（明治７年）には「医制」の中に産婆に関する規則があら

わされ、資格授与、就業年齢等が定められた。1899 年（明

治 32 年）には独立した「産婆規則」が制定された。この規

則には資格、登録、業務、禁止事項、養成、試験に関する記

述はあるが、業務内容等に「患者教育・指導」について言及

したものはない。このことから当時の業務内容は妊産褥婦及

び新生児に関する保健指導は考えられていないことが窺わ

れた。 

 

３－３ 1915年（大正4年）の看護婦規則制定を巡る動き

と患者教育・指導 

明治中期から後期にかけて医師の養成と併せて病院の整

備が進み、それに伴い看護教育も各地で行われるようになっ

た。当時、看護師及び看護教育に関する全国統一の規則はな

く、養成の目的も本体病院の看護師と出資者の必要を満たす

付き添い看護師を養成するものであったことから、入学資格、

修業年限、教育内容にばらつきがあった。また市中の医院に

住み込んでほとんど独学で看護を学び地方長官の実施する

「看護婦試験」に合格して資格を得る者もあった。養成上の

混乱とレベルの低い看護師の増加にともない、これを全国的

に規制する必要が起こり、1915 年（大正４年）に「看護婦

規則」が制定された。その中で看護師の業務に関しては「公

衆の需に応じ傷病者または褥婦看護の業務を為す」と規定さ

れた。この規則は資格、登録、業務、養成、試験に関するも

のが中心であり、業務内容には患者教育・指導はなかった。

「看護婦規則」の制定に伴い同年「私立看護婦学校講習所指

定標準ノ件」が制定され、施設、学科目、入学資格、修業年

限等が定められたが、教育内容には患者教育・指導について

言及したものはなかった。 

その当時の看護書はほとんどが医師によって記述(6)され

ていた。その中で星川(7)は、看護師の任務を「患者の保護者、

監督者、慰安者であると同時に医師の助手である。」と述べ

ているが、これらの記述は他の看護書も同様である。亀山(8)

は「医師の大半が男性であったことから、医師（＝男性）に

とって都合のよい従属的性格の看護婦（＝女性）が養成され

ることになったといえる」と述べており、また橋本(9)も「看

護婦も…主として医師に付きそう…、医療技術の一部を下請

けする準女医の形をとるのを得意とした」と述べているよう

に、その当時の看護師の役割が医師の助手であり、患者を教

育・指導する役割は期待されていなかった。しかし、一部に
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は「退院の際はその快癒を共に喜び退院後の養生法など親切

に指導注意し、看護に對する最後の印象をつとめて良好なら

しむること(10)」と、退院時の指導について述べたものがあ

り、これから推し量ると看護師による患者教育・指導が期待

されていた一面もあったことが窺える。 

 

３－４ 1941年（昭和16年）の保健婦規則制定を巡る動き

と患者教育・指導 

1914 年（大正 3 年）に済生会は女医と産婆、看護婦の診

療班を巡回診療させたが、平山(11)はこのことをもって公衆

衛生看護活動が開始されたと述べている。これは、その当時

の急性伝染病及びその他の伝染性疾患の蔓延と母子保健、特

に乳児死亡率が高率であったため予防活動を推進したもの

である。これらに対する行政の対応は後手に回ることが多く、

民間の活動が先進的・意欲的であった。 

1921年（大正10年）にはロンドンで国際公衆衛生看護講

習会が開かれた。日本赤十字社は看護師を代表者としてこの

講習会に送り込み10 ヶ月に渡り講習を受けさせている。そ

の講習会の内容のひとつに「教育ノ方法及順序」があった(12)。 

その後、1923年（大正12年）関東大震災を契機に済生会

は訪問看護事業を、聖路加病院は母子訪問指導を開始した。

また農村、学校、産業への保健活動の活発化、戦争に向けた

国民の体位向上の保健活動等、これ以降「保健婦」（13）の指

導関連業務は拡大していく。このような動き中で、1941 年

（昭和16年）「保健婦規則」は制定され、その規則の中で保

健師の業務内容は「疾病予防ノ指導、母性又ハ乳幼児ノ保健

衛生指導、傷病者ノ療養補導其ノ他日常生活上必要ナル保健

衛生指導ノ業務ヲ為ス者」と明記された。1944 年（昭和 19

年）に制定された保健婦学校講習所の授業科目時間数もその

趣旨に添ったものとなった。なお、保健師の養成課程は入学

資格別に分けられており、高等女学校卒業者、看護婦有資格

者、産婆有資格者の３種類があった。教授科目は共通してい

たがそれぞれ教育期間・時間数が異なっていた。教育期間の

最も長い高等女学校卒業者に対する患者教育関係の科目（時

間）は、教育学（20-30時間）、健康教育（20時間）、家政経

済生活指導（30時間）等(14)であった。 

 

３－５ 1948年（昭和23年）の保健婦助産婦看護婦法制定

を巡る動きと患者教育・指導 

(1)看護教育の変革と「患者教育・指導」の整備 

戦後、GHQ より派遣された看護課長オルト（Grace 

Elizabeth Alt）とコリンズ（Mary T.Collins）は保健師、

助産師、看護師を統合した保健師法案の成立を試みた。これ

は保健師、助産師、看護師の仕事は別々のものとして発達し

てきたが、各々は1つの職業の１つの面であり、この3つの

職業につくべき女子の教育は 1 本としてまず基礎教育を与

え、その上で個人個人の選択によって専門を選ぶことが適当

である（15）と考えられたことと、教育が不十分であり社会的

地位が低い看護職を引き上げようとする狙いがあったから

である。高等学校卒業後、3 年間の教育期間の中で保健師、

助産師、看護師の資格を取る保健師法案は盛んに議論され教

育課程(16)も紹介されたが、国会に上程される直前に廃案と

なった。 

保健師法は看護を専門職とするために必要な高等教育へ

の礎石であった。しかし戦前の女子教育一般の理解が少ない

上、看護師の養成機関の大半が自分の病院・医院の看護師数

さえ満たせばよいという企業内教育的性格が強い(17)もので

あった。教育方法も徒弟教育、小規模教育で権威への絶対服

従を美徳化し忍従を強いたもの（18）であり、看護師の教育に

対する認識は一般的に低いものであった。看護師に高い教育

は必要ないとする認識が、保健師法案が提示した教育レベル

が高すぎるとの判断になり実現には至らなかった理由では

ないかと考えられる。 

このように保健師法案は廃案になったもののオルトとコ

リンズの努力によって1947年（昭和22年）に保健師、助産

師、看護師の三者を統合し、看護師等の資質の向上を推進す

る方向を盛り込んだ「保健婦助産婦看護婦令」として公布、

翌1948年（昭和23年）には保健婦助産婦看護婦令の内容を

引きついた形で「保健婦助産婦看護婦法」（以下、保助看法

という）が制定された。これによると保健師は「保健指導に

従事する」こと、助産師は「助産又は妊婦、じょく婦若しく

は新生児の保健指導をなす」こと、看護師は「傷病者若しく

はじょく婦に関する療養上の世話又は診療の補助をなす」こ

とを業とすると定義された。 

1947年（昭和22年）に「保健婦助産婦看護婦養成所指定

規則」（以下、指定規則という）が施行された。看護師に関

しては入学資格は高校卒業、修業年限を３年とする「甲種看

護婦」と、中学卒業、修業年限を２年とする「乙種看護婦」

の2種類（19）が定められた。この規則により教育内容は整え

られ、患者への指導や教育に関する内容も明記されるに至っ

た。具体的には、甲種看護婦養成所学科課程において学科の

中に「教育及び心理」45時間が設けられた。 

その当時の看護専門雑誌には看護における患者教育・指導

に関する記述、紹介が多く見られる。1947年（昭和22年）

には「看護婦はみな公衆衛生保健看護婦であること、そして

社会保健の責任を分担するものであることを、なるべく早く

生徒らに知らしめなければならない」、「患者を教育すること

は病室つき看護婦の最も重要な義務の一つである」（20）と看

護師による指導を強調したﾐｽ･ｴｰ･ﾋﾞｰ･ﾄﾝﾌﾟｿﾝの記述が紹介

されている。また当時厚生省看護課技官を務めていた金子は

看護職能団体が発行する雑誌に「看護婦と患者の指導、いい

かえますと、看護婦と衛生教育ですが、…必ず必要な看護業
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務の一つの要素であることを忘れてはならない」（21）と患者

への指導を強調、日本助産婦看護婦保健婦協会教育委員長の

役割を担っていた井上も「患者の指導が、必要な看護婦の業

務であり、患者の指導と教育がなかったとするなら専門職業

とはいえない」（22）、「看護婦はよき教育者でなくてはならな

い」（23）と看護師による教育・指導の重要性を強調している。 

厚生省医務局看護課は1949年（昭和24年）に「病院勤務

看護婦業務指針」（24）を発表した。そこには看護師の業務の1

つとして「患者に対し健康に関する指導を行う」と患者に対

して入院中、退院時に教育指導を行い悪い習慣の矯正を行う、

さらに家族にも指示を与えることをあげている。 

 

(2)「患者教育・指導」が整備された背景 

アメリカでは1923年（大正12年）に「ｳｨﾝｽﾞﾛｰ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･

ﾏｰｸ･ﾚﾎﾟｰﾄ」（25）が発表され、これを契機に看護が病院から地

域へと拡大し、健康教育や保健指導こそ看護に期待される業

務と認識され始め、公衆衛生的側面と社会的側面を浸透させ

た幅広い知識を看護の基礎的教育とすることが推進された
（26）。また単科大学程度の看護学校の設立と公衆衛生看護教

育が強調され、その結果1920 年後期には看護の領域は著し

く発展・拡大していった（27）。 

また1948年（昭和23年）には第二次世界大戦後のアメリ

カの看護と看護教育を示唆する「これからの看護 Ｎursing 

for the Ｆuture」（28）が発表され、これによってアメリカで

は看護の専門職化と教育の改革が行われるようになった。 

戦後日本はこの様な思想的背景をもつ GHQ の強力な指導

により看護体制を整えていくことになった。この当時 GHQ

看護職員が盛んに主張したことは、従来の臨床看護に公衆衛

生面、すなわち疾病予防や保健指導の分野と、社会的側面す

なわち社会経済といった生活面を浸透させていく浸透教育

の考え方であった。金子は看護基礎教育課程の中にGHQの提

唱したこの理念が生かされた（29）と当時のことを振り返って

述べている。 

一方、世界保健機関（WHO）では1950年（昭和25年）、第

３回世界保健会議において「ナースの教育計画は最近の公衆

衛生事業がすべてのナースの社会事業、及び予防医学に対す

る理解を深めるように計画されるべきであることを強調す

る」（30）と決議され、さらに1956年（昭和31年）、第7回会

議技術討議において専門看護師の役割を「患者に健康な生活

の習慣を教える。」「特に主治医が処方した特定の養生法を伝

え説明する」（31）ことをあげ、日本にも報告された。 

日本において患者教育・指導が注目されたもう一つの背景

は戦後日本の疾病構造の特徴にある。1947～1950 年（昭和

22～25 年）の死亡率の第１位は死の病と恐れられていた結

核（32）であり、結核患者への看護として指導教育が重視され

た。結核患者や感染症患者の看護の教科書(33)には患者・家

族に対しての教育・指導の重要性と方法が書かれている。 

 

(3)看護における「患者教育・指導」の実態 

このように看護界の指導層は看護師の患者への教育・指導

的役割を強調したが、病院看護の場では実践には程遠い状況

であった。1950年（昭和25年）に稲垣は病症
マ マ

別患者受け持

ち制による病棟業務に関するタイムスタディ調査(34)を行い、

9例について具体的な時間数を示しているが、これによると

病院における看護師による教育・指導は殆どなされていない

結果であった。また、1951 年（昭和 26 年）、大羽(35)は労働

問題を検討する立場から看護婦の実態について分析し、その

結果について看護師の労働条件がまちまちである、労働時間

が非常に長い、休憩時間が少ない、休日が少ない、給料が低

い、定着率が低いなどの問題をあげ「看護本来の使命とは直

接に少しも関係のない多くの犠牲が強要されている」と述べ

ている。 

 

３－６ 1961年（昭和36年）の医療保険制度を巡る動きと

「患者教育・指導」 

（1）医療保険制度に伴う看護教育の充実 

1958年（昭和33年）に健康保険法が改正され医療に関す

る国民皆保険制度が確立された。その制度の実施に向け、看

護職の質・量、双方からの整備が進められた。量的整備の側

面についてはすでに1951年（昭和26年）保助看法が一部改

正され、「乙種看護婦」に代わり「准看護婦」制度が新設さ

れた。質的面では、同じく1951 年に指定規則が改正され、

看護師教育課程が次のように整備された。まず、一般教養科

目は５科目となり、従来の「教育及び心理」45 時間が「教

育学」30時間、「心理学」30時間と強化された。教育・指導

関連科目である「公衆衛生概論」30時間、「公衆衛生看護概

論」10 時間が新たに設けられ、関連して保健所実習も 1 週

間に設けられた。さらに看護学の内、「内科学及び看護法か

ら皮膚泌尿器科学までの学科目については、保健予防指導を

含むものとする」として各看護法に伴う指導面を強化する内

容とした。 

 

(2)「患者教育・指導」の充実に向けての動き   

戦後の看護の思想の浸透と教育課程の改正から患者教

育・指導に関する気運は高まってきたかのように見える。

1961年（昭和36年）の実践者向けの雑誌に内田(36)は「入院

中は患者が治療に関して心から協力できるような説明が必

要であり、日頃思わなかった自分の身体に対する深い関心を

逃さず、健康についての正しい理解を持つようにさせる機会

である」と、大坂ら(37)は看護が専門職業として確立してい

くために「生活の指導が非常に重要だ…患者並びに健康者の

生活指導という面をもっと打ち出していくべきではないか」
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「患者の背負っている対人関係、家族とか友人とかの関係、

その関係に目を向けてそれの指導をする」と生活指導を重要

視した見解を述べている。浅野(38)は自分自身の病院保健師

としての経験から、「臨床看護婦も保健婦も何ら異なったと

ころはなく、いずれも対象は人であり、臨床看護の中にもっ

と保健指導を組み入れなければ本当の看護とは言えないの

ではないか」と、看護師による患者教育・指導の重要性を指

摘している。 

指定規則改正とこれらの考えを取り入れて、先進的な学校

では、看護学の総論的科目である「看護原理及び実際」135

時間の科目目標に「健康の保持・増進に必要な知識と方法を

患者に指導できる能力を養う」（39）、あるいは「健康教育者と

して、日常生活のなかで自らが行う、指導能力を養う」等（40）

を上げていた。また、「内科疾患及び看護法」の指導目標（41）

に「患者教育の重要性を知る」、さらに「患者個人、その家

族および患者の属するグループの人々に健康教育をする能

力を養う」をあげている学校があり、患者教育・指導につい

ての関心の高まりが窺われる。 

当時、臨床実習は時間数ではなく週数指定であり、診療科

別に病棟、外来実習等が課せられていた。各科病棟実習の指

導計画には治療処置別看護、疾患別看護の他に「退院後の健

康指導」「退院指導」「退院後の健康教育」を内容としている

との看護学校の報告事例（42）があり、教育・指導を意識して

いることが窺われる。 

1952年（昭和27年）に高知女子大学家政学部に衛生看護

学科が設置され、日本で初めての大学教育が誕生した。開設

当初の理念の１つに看護の機能には教育的役割がかなりの

重みをもって存在する、これを理解する上で教職課程を履修

することは大いに役立つというものがあった（43）。 

 

(３)「患者教育・指導」に関する看護の実態 

戦前から戦争直後にかけて多くの病院では入院患者の寝

具・食事は家族が調達し、本来の看護というべき療養上の世

話は家族が行うという状況であった。看護師の業務内容は医

師の診療介助が主たるものであり、勤務は2交替制であった。

この様な状態を改善し看護の近代化を図ることを目的に、厚

生省保険局は1950年（昭和25年）に完全看護（44）を、1958

年（昭和 33 年）には完全看護を廃止して基準看護（45）を制

定した。完全看護が導入された1950 年代前半は看護師数の

不足の上、旧制度の「看護婦学校・講習会」と都道府県の「看

護婦試験」が残存、新制度の「甲種看護婦学校養成所」が誕

生するという制度上の問題があり非常な混乱を生じていた。 

看護師の質にも問題があった。「看護婦規則」では「看護

婦試験」受験の資格要件として「1年以上看護の学術を修業

したもの」とあるのみで基礎学歴は問わなかった。また戦前

の看護婦学校講習所の入学資格は高等小学校卒業（または高

等女学校2年修了）であり学歴は決して高いものではなかっ

た。厚生省は旧制度の看護師を救済することと看護職員数を

確保することを目的として、旧制度の看護師は指定した145

時間の講習を受講すれば国家試験を受験することが出来る

とした。さらに1951年（昭和26年）には旧制度の「看護婦」、

新制度の「乙種看護婦」は無条件で新制度の看護師となるこ

とができた。そのため1960年（昭和35年）の看護婦実態調

査（46）では旧制度・新制度とも看護師のうち義務教育のみの

者が7割以上を占め、特に新制度における「乙種看護婦」は

1959年（昭和34年）まで「看護婦」への切り替えが認めら

れたため、基礎学歴上で「准看護婦」と全く等しい「看護婦」

の存在が問題となった。 

その当時の病院看護の実態は、看護師、准看護師数は年々

増加しているものの、勤務形態が従来の2交替制から3交替

制になったために必要な要員数が増加したこと、さらに給与

の官民格差、１人夜勤、夜勤回数等、多くの問題があった（47）。

また奉仕の精神を前面に打ち出す風潮から職業人としての

意識が低い看護師の存在、寄宿舎生活により社会から隔離さ

れた歪んだ生活の実態、結婚すると退職させられる病院の存

在等（48）、前近代的な状態を呈していた。1960 年（昭和 35

年）には医療従事者の不足と劣悪な給与水準に対して闘争の

火の手があがり病院ストが全国に波及し、看護師不足が社会

問題として認識されるに至った。 

看護師による患者教育・指導の実態については、1960 年

代前半に行われたタイムスタディによる看護業務の実態調

査（49）がある。これによると診療介助及び処置の実施率は日

勤時間数の30％以上であるが、教育・指導については2％程

度という結果であった。また内科・小児科・外科・産科病棟

の日勤・夜勤の克明なタイムスタディ(50)からは患者教育・

指導は行われていない実態が窺われた。これらを裏付けるか

のように、患者が入院したと同時に生活指導が始まるという

社会復帰の問題を含めた指導面が不足しているという指摘
(51)や、必要なときに説明、相談、結果の報告がされていな

いと半数近くの患者が回答している調査結果（52）も見られた。

また患者からは看護師に対して療養上の摂生法、疾病の予防

法に関する指導の要求が強い、患者は看護師から病状につい

て訊ねられることを望んでいるとの報告（53）もみられた。そ

のため多くの患者からの看護師の仕事に対する認識（54）につ

いては、「診療介助者」として把握されているとの結果もみ

られた。 

  

(４)「患者教育・指導」に関する臨床実習の実態 

この様な病院の実態の中で行った1964年（昭和39年）の

臨床実習における学生の経験についての詳細な報告（55）があ

る。これをみると「患者への療養の指導」の実施率は３年生

0.81%、２年生0.24%、「家族に対する病状又は療養のための

看護基礎教育における患者に対する「教育・指導」の意義と変遷
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正しい知識の説明、相談」が３年生0.33%、２年生0.03%で

あり、「診療の準備、介助、後始末」３年生11.17%、２年生

1.18%に比べて、きわめて低いという結果であった。 

前述した通り 1951 年にはカリキュラムが一部改正され、

「保健所実習」1週間が設けられた。多くの学校は保健所実

習の目標を「保健所活動、保健婦活動、医療活動と公衆衛生

活動の関係を学ぶ」としていた。実習後の学生の反応として

「家庭訪問指導の見学が評判がよい」「保健指導の意義など

を実習によって身をもって感じた」（56）があり、臨床実習に

おいて教育・指導の機会が少ない欠点を保健所実習で補って

いる様子が窺われた。 

この様に、病院看護の状況は、看護師の質、量とも不十分

な中、古い病院の体質という問題を抱えながら、完全看護、

基準看護の対応に迫られ、その結果、実際の看護業務では患

者教育・指導は殆どなされていない状況であった。また臨床

実習においても同様の傾向が見られた。これらは専門雑誌に

掲載された内容から分析したものであるが、比較的進歩的な

規模の大きい学校・病院でもこの様な状況であるなら、地方

の小規模の施設では患者教育・指導は全くと言ってよいほど

なされていない事が予想された。 

 

３－７ 1967年（昭和42年）の指定規則改正の動きと患者

教育・指導 

(１)医療・看護の改善を目指す動き 

社会状況等の変化により医療制度全般についての改善の

基本方針について調査審議する必要が生じ、1963 年（昭和

38 年）には医療制度調査会による「医療制度全般について

の改善の基本方策に関する答申」（57）が出された。この答申

では医療の概念の拡大に伴い、医倫理（医療倫理）の高揚と

医療の主体性、医療関係者の資質の向上、医療施設の整備に

ついて述べられている。医療関係者のうち、看護師等につい

ては業務、教育及び再教育、准看護師制度の改善、看護職員

数等、他職種に比べて重点的に書かれており、需給の見込み

のないまま色々手が打たれ、質も量も不足している現状（58）

を表している。 

厚生省はこれを受けて有識者による看護制度の意見を聴

く会を設け、翌1964年（昭和39年）には「看護制度に関す

る意見要旨」（59）を出している。ここでは看護概念の明確化

をはかり、看護師教育の総合化、准看護師制度、看護制度に

関する財政措置の要望を提言している。また「患者の治療は、

治療後の保健指導につらなるべき拡大されるべきものであ

り、看護の概念は臨床看護（診療の補助および療養上の世話）

という範囲から、妊婦、じょく婦、新生児に対する指導をも

含めた保健指導、助産までも包含させることにならなければ

ならない」とし、看護概念の拡大を図っている。さらに看護

師と患者の関係は教育的関係であり、保健師の教育は看護師

教育課程における保健指導に大部分吸収されるとし、看護師

学校養成所における教育・指導の重要性が指摘された。 

また同 1964 年に「看護の概念が拡大された今日、教育の

面でも統合一元化されるべき」との保健師法案（60）が日本看

護協会から提案されたが実現には至らなかった。 

 

（２）指定規則の改正 

1964年（昭和39年）に文部省は新しいカリキュラム案と

して「国立大学付属看護学校（３年制）教育課程案」（61）を

発表した。これには「患者教育・指導」関係として教育学

30 時間、看護総論の看護技術の中に相談技術（カウンセリ

ングの理論と実際について）、健康教育（集団指導の方法、

視聴覚教材の研究）が入り、母性看護、小児看護、成人看護

など各看護学にも衛生指導、保健指導の内容が打ち出された。 

1967年（昭和42年）には上記、文部省の動きを受けて厚

生省は指定規則を改正（62）した。改正された内容の理念は、

「①近代的医療技術者養成機関としての教育内容の確立・職

業人としての人間形成、②専門技術の基礎的理解と応用力、

③一般教養の充実・修業科目および時間配分の再検討、④短

大教育との関連」（63）であった。また人間の捉え方を、従来、

病人から始まっていたものを、健康人から出発する考え方と

した。すなわち、疾病中心から健康中心に考え方を移行させ、

健康のあらゆるレベルに対して責任を果たすという考え方

－綜合看護－の確立を図っている（64）ことが特徴である。こ

の改正をうけて、小林（65）は病院における看護の行為そのも

のが患者に予防的な接近方法で実践されていくとし、生活の

援助をしていく上の技術として、コミュニケーションと健康

教育を重視し、看護学総論の課題としてとりあげた。具体的

には、看護は保健と医療という問題を総合した形の中で行わ

れており、予防的な措置は、患者教育をすることによって、

当然行われている（66）と、保健医療の概念の中での看護師に

よる指導教育の重要性を述べている。 

1968年（昭和43年）カリキュラム改正後の看護師養成機

関における教育目標の調査（67）によると「保健指導に関する

知識・技術」を教育目標に掲げている学校は全体の 23.2%、

「看護に必要な知識・技術」、「社会福祉に貢献」などの目標

に続いて５位に上がっており、看護基礎教育機関での患者教

育・指導に対する関心の高さと定着が窺われた、 

４．まとめ 

1.第二次世界大戦前までの日本の看護は医師の助手的存在

であり、患者への教育・指導は行われていなかった。 

2.戦後 GHQの強力な指導により、看護基礎教育への浸透教

育の必要性や、健康教育、患者教育・指導の重要性が理解

され、指定規則もその主旨に沿ったものとして整備された。 

3.病院における患者教育・指導の必要性は認識されていた
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が、看護師等の数の不足、不十分な看護体制、古い病院の

体質等から、実践できない状況であった。また臨床実習も

同様であった。 

4.政府の看護制度の見直しにより、総合看護の概念と看護

基礎教育における教育・指導の重要性が打ち出され、指定

規則の改正へと繋がった。 

 

注 

(1) 看護基礎教育はその専門職に入るまでの教育をいい学校での

教育を指す。専門職に入るための看護師国家試験受験の資格を

得るには看護大学、3年課程の短期大学、3年課程（定時制の場

合 4 年間）の専修学校、准看護師の資格がある場合は 2 年課程

の短期大学、2 年課程（定時制の場合は 3 年間）の専修学校を

卒業する必要がある。または10年以上勤務した准看護師には通

信課程が準備されている。さらに高等学校衛生看護科が発展し

た形の中学校卒業後 5 年間で看護師国家試験を受験できるコー

スもある。保健師、助産師の国家試験を受験するには看護学校

卒業後、法律的には 6 か月、普通は 1 年間の養成学校を卒業す

る必要がある。ほとんどの看護大学は 4 年間で看護師及び保健

師または助産師の国家試験を受験できるコースを準備している。

学校数は 2006 年現在、大学 146 校、短期大学 50 校、3 年課程

専修学校701校、2年課程専修学校309校となっている。 

(2) 保健師助産師看護師法による看護師の定義には教育的役割は

明記されていない。しかし「傷病者若しくはじょく婦に対する

療養上の世話または診療の補助」の延長線上に教育・指導を位

置づけ、ほとんどの看護師の教育で使用されている教科書には

直接的援助活動や環境の調整、チームとの仲介・調整の役割と

ともに教育活動の必要性と方法が書かれている。なお医療法第

1条の４、第2項には説明義務が明記されている。また2004年

厚生労働省が発表した「新人看護職員の臨床実践能力の向上に

関する検討会報告書」には看護技術を支える要素として「患者

及び家族への説明と助言」をあげ、看護師の教育・指導能力が

看護技術の基本的要素であると定められている。 

(3) 医療法 第 1 章 総則【医師、歯科医師等の責務】第 1 条の

４ 第 2 項 医師、歯科医師、薬剤師、看護師等その他の医療

の担い手は、医療を提供するにあたり、適切な説明を行い、医

療を受ける者の理解を得るように努めなければならない。 

(4) 北川節子他「看護行為に伴う患者への説明に関する臨床看護

師（保健師、助産師、看護師）の認識」『第 27 回厚生労働省看

護研修研究センター同窓会研究発表会』2005年 

(5) 高橋政子『日本近代看護の夜明け』医学書院1990年 37頁 

(6) 文献より以下の著者が把握できた。太田雄寧、佐伯理一郎、

小池金之助、碓居龍太、土肥衛、石川信男、井口乗海、星川 長

之助、 岡垣松太郎、西尾幾治、倉田包雄 

(7) 星川長之助『看護学教科書上巻』金原商店 1932年 111頁 

(8) 亀山美知子『近代日本看護史Ⅳ看護婦と医師 』ドメス出版 

1985年 169頁 

(9) 橋本寛敏「よい看護をする看護婦」『看護』3巻 7 号 1951 年

30頁 

(10) 西尾幾治『看護婦養成の実際』坪井良子：近代日本看護名著

集成第17巻大空社1988年 104頁 

(11) 平山 朝子、宮地 文子『第２版公衆衛生看護体系・第１巻 公

衆衛生看護学総論１ 公衆衛生看護概論、地区活動論』日本看

護協会出版会 1997年 51頁 

(12) 亀山 美知子『近代日本看護史Ⅰ日本赤十字社と看護婦』ドメ

ス出版 1985年 186頁 

(13) この当時「保健婦」の資格はなく「看護婦」「産婆」が保健指

導業務を行っていた。呼称も「社会保健婦」「公衆衛生看護婦」

「衛生訪問婦」「保健指導婦」「巡回看護婦」「学校衛生婦」と
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看護制度の変遷 資料 10 保健婦学校保健婦講習所指定ニ関ス

ル件 2007年 954頁 

(15) 平井雅恵「看護保健指導助産に関する職業及びその教育の刷

新」『看護学雑誌』 1巻 1号 1946年 12頁 

(16) 湯槇ます「看護婦改革論」『看護学雑誌』1巻 2号 1946 年 11

－12頁 

(17) 杉田暉道編『系統看護学講座別巻 9 看護史』医学書院 2002

年 142頁 
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